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〈鹿児島県の取組事例：総務事務センター業務についての派遣試行〉
【取組】

平成23年度に人事・服務、給与、旅費、福利厚生業務を対象とした「総務事務センター」を設置、稼働（システムにより発
生源入力したものを所属長が承認し、総務事務センターが処理）。

①派遣方式
・ 導入当初、給与・手当認定、旅費に係る一次審査業務（形式審査）を派遣職員で対応。
・ 派遣契約期間は平成23年３月から平成25年７月まで（２年５ヶ月）とし、同期間内にセンターの業務内容を精査した上で、

委託等への変更など業務内容に合わせた外部人材の活用形態等について検討を実施。

②派遣契約の終了に伴う代替方策の検討
請負と直営（非常勤）との比較

③請負方式
・ 平成25年８月 長期継続契約（３年間）

一次審査「形式審査」業務に、二次審査「内容審査」や、判断が容易な案件に係る三次審査「最終審査」業務を追加

○ 民間委託の推進に向けては、「偽装請負」の指摘を受ける恐れがあるとの懸念が多数。

⇒ 派遣方式により、民間委託のメリットのほか、民間事業者を活用する適正な業務内容・フローの
精査・確認を行った上で、請負方式へ移行することが考えられないか。

★適正な民間委託の推進①（導入前：検討・試行段階）

民間活力の活用につながり，
業務の繁閑に応じた雇用調整等
に優れている請負方式を採用

要 件 請 負 非常勤

① 民間活力の活用，民間委託の推進（行財政運営戦略） ○ ×

② 業務の繁閑に応じた雇用調整の可能性
通常期：30人程度
繁忙期(年調10～11月)：40人程度、閑散期(7月)：20人程度

○ ×

③ 事務処理の正確性の確保 ○ ○

④ 経費の削減の期待 ○ △

契約期間 雇 用 業務指示 勤怠管理 事故の責任

派 遣
最長３年
(原則１年)

派遣業者
派遣先
(県)

派遣先
(県)

派遣業者、
派遣先(県)

請 負 制限なし 請負業者
請負業者

業務責任者
の配置必須

請負業者 請負業者

（参考）派遣と請負の違い

注） 労働者派遣法の一部改正（H27.9施行）により、現在は、３年毎の延長が可能
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★適正な民間委託の推進②（導入後：運用段階）

〈福島県の取組事例：総合的な偽装請負対策〉
【取組】
・ 平成22年１月から庶務業務の集中処理を開始。発生源入力された情報は、庶務システムを通して集中処理機関に送達さ
れ、集中処理機関及び受託者により処理される。

・ 集中処理機関の人員構成は、正規職員４８名、再任用職員３名、臨時職員１名（平成29年３月１日現在）。受託者は、委託
契約の範囲内で、服務、給与、旅費、福利厚生等の処理を行う。

・ 偽装請負に対し「①委託業務範囲の明確化」、「②職員向け周知及び勉強会の実施」、「③物理的な使用スペースの区分」
の３点から対策を講じている。問題は発生していない。

【①委託業務範囲の明確化】
委託仕様書中、「委託業務一覧

表」や「業務フロー図」で、委託業務
の範囲や内容について詳細を明確
化。

【②職員向け周知及び勉強会の実施】
人事異動時期に、業務委託の留意

点について文書による周知を実施。ま
た、年度中に、業務委託の留意点に
関する勉強会を開催。

【③物理的な使用スペースの区分】
発注者と受託者の間にロッカー（書庫）

を設置するなどし、使用スペースを区分。

・使用スペース区分のイメージ図

○ 民間委託の推進に向けては、「偽装請負」の指摘を受ける恐れがあるとの懸念が多数。
⇒ 総合的な偽装請負対策を講じることにより、これらの指摘を受けない体制づくりが必要。

入力
届出作成

送付

内容確認
代理申請

内容確認

認定
（決裁）

決裁通知
受領

6

7

4

認定簿作成

5

2

3

1

決裁権者 庶務システム職員 担当者 決裁権者 担当者 決裁権者
受託者

(一次審査者)
担当者

(二次審査者)

№

所属 部局主管課 集中処理機関
給与管理者
（人事課）

関連システム①

扶養手当

扶養手当

扶養手当

扶養手当

扶養手当

扶養手当

受託者は、不備がある場合は差し戻し、送付が遅延
している場合は催促をする。
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★複数自治体の共同による民間委託

○ 市町村や都道府県の枠を超えて共同して行う民間委託事例。特に市町村の人手不足や事業規模が
不足することに伴う受託事業者の確保困難を防止することに効果。

○ 市町村相互の連携のほか、都道府県が複数市町村の代替で委託契約を束ねる事例等あり。

〈秋田県内市町村の取組事例：市町村橋梁等点検業務の包括発注〉
【取組】

平成25年６月、「市町村橋梁等長寿命化連絡協議会」を設立し、平成26年度から、各市町村の道路施設点検を集約して
発注する「包括発注」を実施している。この取り組みは、技術職員が不足するなどの課題を抱えている市町村が、道路施設
のメンテナンスサイクル(点検、診断、措置、記録)を適切に回していくための取り組みである。

平成26年度 平成27年度 平成28年度

○参加4市町村
○定期点検：道路橋192橋

○参加22市町村
○定期点検：道路橋1,076橋、道路トンネル４本
○その他点検：道路法面・土工構造物点検90箇所、
道路付属物点検352基

○参加22市町村
○定期点検:道路橋1,563橋

(内 跨線橋17橋、高速道路を跨ぐ橋梁3橋)
道路トンネル4本、シェッド・シェルター10基）

○その他点検（道路法面・土工構造物
点検27箇所、道路付属物点検24基）

「包括発注」の制度の活用による効果

①コンサルタントへの発注業務や監
督業務の省力化。

②点検成果をデータベース化

③点検業務後の調査、補修計画に関
する技術支援。

県内25市町村と一般財団法人 秋田
県建設・工業技術センター等から構
成される「秋田県市町村橋梁等長寿
命化連絡協議会」は、市町村の道路
施設点検業務に関わる発注業務を
行っている。

国、県、大学は、主に点検や補修に
関する技術的な助言等を行っている。

県内25市町村
+

○一般財団法人 秋田県建設・工業技術センター
○NPO法人秋田道路維持支援センター

市町村橋梁等長寿命化連絡協議会

コンサルタント

技術支援

国、県
大学

包括発注

鉄道および高速道路事業者に関わる協定等
の手続きも合わせて包括的に実施
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★複数自治体の共同による指定管理

○ 自治体の枠を超えて、近隣同種施設について同一の指定管理者を公募で確保するための取
組。同一指定管理者の一体的管理により集客増に向けた連携の促進、運営効率化に期待。

〈広島県及び広島市の取組事例：近隣同種施設について一体的指定管理の導入〉
【取組】
・ 広島県緑化センター及び広島県立広島緑化植物公園（以下「県施設」という。）並びに広島市森林公園（昆虫館以外の森
林公園の施設）（以下「市施設」という。）について、集客増に向け連携した取組の促進や共同管理による施設運営の効率化
の観点から、平成29年度以降一体的な管理を行うため、同一の指定管理候補者を募集。

・ 従来、県施設は造園・土木会社、市施設はビルメンテナンス会社
が指定管理してきたが、県・市トップ会談により一括指定に向けて
調整を重ねてきた。

・ 一括指定の調整と併せて、両施設の一体的な広報や、共通の
愛称募集やイベント開催、管理業務の共通化を実施。

・ 指定管理者公募にあたり、応募要領や審査書様式を統一、評価
委員会を同一委員で構成した上、同日に選定等の調整を実施。

広島県緑化センター
広島県立広島緑化植物公園

４ 申請資格等
（７）欠格条項

オ 広島県が行う「県緑化センター」の指定管理者募集に応募しない場合
カ 「広島県緑化センター及び広島県立緑化植物公園指定管理者募集要項」に定める申請資格

に該当しない場合

市森林公園指定管理者の申請者の評価基準
ア 評価項目・配点

【森林公園と県緑化センターの両施設の有効活用による利用者の増加が図られていること。】
〔評価のポイント〕
① 両施設の特徴を活かしつつ、両施設を連携させた新たな事業提案を行うなど、利用者の増加

に向けた内容になっているか。

【管理経費の縮減】
① 市に提案した森林公園申請提案額（以下「市提案額」という。）と県に提案した県緑化センター

申請提案額（以下「県提案額」という。）の合算額（以下「提案額」という。）で算出する。
② 市提案額が市の指定管理料の上限額を超える場合、又は県提案額が県の指定管理料の上限

額を超える場合は、０点とする。

広島市森林公園応募要領における調整項目の例（市施設に係る応募要領）

【効果】
・新たに両園共通の利用者向
けコンテンツが開始されるな
ど、 単独実施よりも効率的・
効果的に利用者向けサービ
スが提供されることとなり、今
後の集客増につながる見込
み。

スマートフォンを活用し、
両園共通の多様なコンテ
ンツを新たに提供

●パークナビゲーション
システムの導入
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★施設運営の一部についての指定管理

○ 従来直営で運営してきた公の施設について、部分的に指定管理者制度を導入して、自治体と指定管理
者の役割分担のもと運営管理。

〈岩手県の取組事例：図書館運営の一部について指定管理導入〉
【取組】
・ 新築移転に伴い、民間の活力を活用し県民サービスの向上と効率的な予

算の活用を図るため、平成18年度から指定管理を導入。
・ 基本的な役割分担として、県職員は運営方針策定、図書館資料選定、市

町村立図書館等の運営支援等を担当。
指定管理者は、カウンター業務（貸出返却等）、レファレンスサービスなど

の直接サービス、広報、図書館資料の整理・保存等を担当。

【効果】
・ 開館日数の大幅な増、開館時間の延長、サービスカウンターの増、入館

者数の増など、利用者サービスの向上。
① 開館日数の増加 336日（Ｈ27）（旧館時297日(Ｈ16)） 約40日増加
② 開館時間の延長 9:00～20:00（旧館時19:00） 1時間延長
③ カウンター数の増設 ５箇所（旧館時２箇所）
④ 入館者数の増加 462,543人（Ｈ27） （旧館時266,338人(Ｈ16)） 約1.7倍

・ 専門性の高い司書等資格者を擁する指定管理者の知識や経験を活かした
企画展等の充実。
① 企画展等の実施 Ｈ27：７事業（延べ日数301日）（旧館時(Ｈ16)５事業(延べ日数

41日)）
② 司書等資格者の増加 Ｈ27：43名（県3名、指定管理者40名）（旧館時(Ｈ16)9名

(県9名)）

・ 県職員、指定管理者が参加する各種会議等を設け情報共有や双方の意
見交換・協議を行うことによる、一体的な図書館運営。

（指定管理者との情報共有等）
① 週１回の「週次会議（指定管理者：部長、県：主査）
② 月２回の「定例会議（指定管理者：総括責任者、副総

括責任者、部長 県：館長、副館長、主査）」
③ 月１回の「モニタリング（指定管理者：副総括責任者、

県：主査」

岩手県

館長

副館長

総務・サービス担当

県職員の人事・福利厚生、

予算・経理等内部管理、図

書館協議会、指定管理者と

の連携、本庁との連絡調整

等、運営方針の策定、図書

館資料の選定、市町村立図

書館等への支援、職員研修、

調査研究事業 等

計９名 計47名

指定管理者

総括責任者

副総括責任者

総務部

サービス部

図書館資料の閲覧・貸出返却、目録

等の整備、レファレンスサービス、利

用案内、郷土関係書誌情報ＤＢ、団体

貸出、協力貸出・相互貸借、お話会・

映画会・ミニ展示等の実施、ビジネス

支援コーナー・子育て支援コーナー等

の実施、未返却図書の督促、古文書

等の整理・保存 等

指定管理者職員の人事・服務・勤怠管

理・福利厚生、指定管理者に係る文書

の収受・発送・管理、利用者用コピー

機の管理・料金収受、利用者の安全

管理等、企画事業の立案・実施、各種

広報、ＨＰの運用、メルマガ・ＳＮＳによ

る情報発信、ボランティア支援、視察・

見学の受入 等

業務連携

協議・報告
会議
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〈大阪市の取組事例：大阪城公園パークマネジメント事業〉
【取組】
・民間主体の事業者が大阪城公園全体を総合的かつ戦
略的に一体管理するパークマネジメント（ＰＭＯ）事業を導入
【指定管理者】
大阪城パークマネジメント共同事業体
（代表：大阪城パークマネジメント株式会社他５社）
【指定期間】
平成27年７月１日から平成47年３月31日まで（20年間）
【業務内容】
・施設の管理運営・維持管理
・魅力向上事業
（既存公園施設の改修・改築・新設、イベント実施）
【効果】
・園内交通システム運行、飲食施設等の整備、イベント実施

などの魅力向上事業実施による利用者サービスの向上。
・事業収益を公園全体の管理運営に還元し、一体的マネジ
メントにより維持管理し、独立採算の管理運営を行う。
・平成24年度実績に対し、平成27年度は約2億3500万円の
収支改善となった。
【納付金】
・基本納付金：２億2600万円
・変動納付金：事業利益の７％を還元

○ 大阪城公園は、平成２７年４月からパークマネジメント事業を導入し、ＰＭＯ（６社共同体）が公園
管理とともに新たな魅力ある施設の整備や既存施設の活用を実施し、観光拠点化を推進する。

事業者の提案内容

★民間ノウハウを活用した効果的・効率的な施設運営①
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★民間ノウハウを活用した効果的・効率的な施設運営②

○ 公共施設の運営について民間ノウハウをより効果的に活用する観点から、利用料金制度を導入し、
かつ、独立採算を達成している事例。収益性の高い施設類型に多いが、民間事業者の参画を得て、か
つ、意欲的な施設運営を引き出すためには、利用料金や納付金の設定方法に工夫が必要。あ

〈宿泊施設への納付金制度導入/広島市〉

【取組】
・ 平成21年、老朽化等による利用者減少等を踏まえ、建替え
を決めるとともに、民間ノウハウによる高いサービスと安定経
営を目的として、指定管理者制度に移行。
・ 利用料金で十分採算がとれるとの予測から、建替え費用の
起債償還額回収のため、固定納付下限額及び売上に応じた
歩合制を設定。
・ 県外所在の事業者が指定を受けて運営管理。

〈展示場施設への納付金制度導入/栃木県〉

【取組】
・ 平成18年度、指定管理者制度を導入し、納付金制度を設
定。
・ 毎年度の定額納付金のほか、指定管理者の提案により、
収支に応じた利益分配金を県に納付。指定管理料はゼロ。
・ 展示場の設置目的を果たすため、指定管理者の創意工夫
で自主事業の実施が可能とした。

【効果】
・ 導入前：施設管理費と利用料金収入を差引きすると、約
2,700万円を県が負担。（平成14年度から3年間の平均値）

・ 導入後：平成27年度実績では、定額納付金2,880万円、利益
分配金567万円を確保。※利益分配金：収支差額が600万円
を超える場合、その超える部分の金額

・ 県内産業の活性化に向け
た自主事業を実施

①マロニエプラザ地域感謝祭
②とちぎ産業振興プロジェクト
事業の支援

③経済団体活動支援事業
（①～③は平成27年度実績）

栃木県立宇都宮産業展示館
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【効果】
・ 導入前と比較して、特別会計歳出２億3800万円程度を削減
し、さらに、4100万円超の納付金(平成27年度実績）を確保。

（広島市国民宿舎湯来ロッジ）

・ 利用者アンケート調査では、約８割強の高い満足度を得て
いる。

・ 歩合制を用いることで、指定
管理者のリスク軽減、売上増
へのインセンティブ確保。

・ 指定管理者のフード事業ノウ
ハウと徹底した衛生管理によ
り、レストランで地元食材を充
実活用したメニューを提供。



★施設の民間移管

○ 直営で運営する保育所と民間移管する保育所の位置付けを区分し、民間移管対象保育所を段階的
に民間移管。

〈横浜市の取組事例：市立保育所の段階的民間移管〉
【取組】

・ 平成16年度より市立保育所（当時125か所）の民間移管事業を実施。28年４月までに42か所を移管。26年９月に「ネット
ワーク事務局園」54園を公表し、それ以外は民間移管等の対象。27年２月には36年度に移管を完了する事業計画を策定。
・ 土地（市有地）は無償貸付、建物は有償譲渡。

①これまでの民間移管事業実績
・ 16～25年度まで（22年度を除く）は年４か所ずつ、26～28年度は年２か所ずつ。

②ネットワーク事務局園（公立を維持する保育所）
・ 地域の教育・保育施設の「つなぎ役」となり、

保育・教育施設全体の保育の質の向上に取り組む
役割を担う保育所

＜サービスの向上＞ ＜運営の効率化＞

期 年度 保育所数

第５期 29～31年度 10か所

第６期 32～34年度 12か所

第７期 35～36年度 ６か所

③民間移管事業計画

＜直近の事業検証における利用者満足度＞

16～28年度移管

縮減額（累計） 約62億9,500万円

職員定数削減 ▲436人
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★職員の育成方法や労務環境の改善･改革

○ ＩＣＴを活用して職員の時間外勤務の実態を
正確に把握し、時間外縮減に向けた対策を実
施。

【取組】
・ 時間外縮減を「予算の管理」から「時間・業務の管理」へシフ

トするため、ＩＣＴを用い、勤務実態を正確・詳細に把握
・ サービス残業防止のため、時間外勤務データと電子勤務簿

（ＩＣカードによる出退勤記録）を照合し、一定以上乖離がある
職員のいる所属を指導

・ 全庁で時間外勤務データを情報共有し、縮減の機運を醸成
例） 1人ひとりの１回ごとの時間外勤務の状況が全職員に常時閲覧可

部(局)ごとの時間外目標及び実績比較を庁内公開（毎月）
特に時間外勤務の多い課(所) を洗い出し、庁内公開（毎月）

・ スマート県庁５(Go)･５(Go)プロジェクト(全職員の業務効率を
２年間で５％向上させ、時間外勤務50％削減を目標)を展開
例） カイゼン運動による無理・無駄の一掃

午後１０時以降の時間外勤務の原則禁止
庁内における照会・依頼のルールの徹底
（午後４時以降の照会・依頼、期限の短い照会・依頼の原則禁止 等）

・ 教職員の多忙解消のため、県立学校にＩＣカードを導入
・ フレックスタイム等の柔軟な働き方に対応

【効果】
・ 職員に時間意識、業務改善意識が生まれた
・ ５(Go)･５(Go)プロジェクトの結果、時間外勤務を大幅縮減

→ 年間総時間数▲４４％、月60時間以上職員数▲６割以上

〈ＩＣＴの活用による時間外勤務管理/鳥取県〉

★歳入確保対策

【取組】
・ 貸借対照表で市全体の債権額が改めて明らかとなり、未
収債権の徴収体制の強化の必要性が認識されるようになっ
たことから、未収債権の徴収体制を検討。

【効果】
・ 未収債権の徴収体制が強化した。
・ 貸倒引当金が財務書類に記載されることで、控除後の債
権額が最低徴収目標となり、職員の取組意識が向上した。

✓ 貸倒引当金を控除しても債権が82億円余りも存在している。
✓ その内訳は、市税、介護保険料、市営住宅使用料、給食費等、複数の担当課にまた

がっている。

全庁的な取組体制の構築

① 債権管理条例の制定（H25.4.1）

② 債権管理課の設置（H25.4.1）

③ 債権管理連絡会議の設置（H26.9.1）

 全庁における債権管理の適正化、統
一的な徴収手続きについて規定

 当該課において徴収困難事案を集中
処理

 関係各課における徴収の取組につ
いての情報共有や連絡体制の構築

○ 公会計の財務書類によって、市全体の未収債
権が「見える化」されたことにより、未収債権の
徴収体制を強化。
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★公共施設等総合管理計画に基づく公共施設マネジメント

○ 公共施設等総合管理計画に基づく公共施設の集約化・複合化を行うことにより、利用者の利便性や交
流の促進を図る。

○ 総合計画及び公共施設等総合管理計画を連携させることで、まちづくり関係施策と連携した事業を構築。

〈公共施設の複合化/茨城県ひたちなか市〉 〈総合計画との連携/大阪府岸和田市〉

【取組】
・ 市の中心駅近くに立地している高齢者関連施設の建替え
に合わせて、市内に分散している障害者支援施設や児童福
祉施設の機能を「都市中枢ゾーン」内に移転し、複合施設とし
て整備。

【効果】
・分散している福祉施設機能を１か所に集めることにより、人
が集まる都市の拠点をつくり、にぎわいの創出に寄与。
・将来的には、市庁舎移転の第一候補地として検討しており、
今後の一層の都市機能の強化も見込まれる。

【取組】
・ 中心市街地に立地している民間企業の遊休施設を市が
取得し、老朽化した青少年センター及び生涯学習センター
の機能を移転するとともに、新たに子育て支援機能及び地
域交流機能を加え、複合施設として整備。
※複合施設の整備に当たっては、「公共施設最適化事業債」を活用。

【効果】
・ 商店街に隣接する遊休施設を有効活用することにより、
利用者の利便性が向上。
・ 利用者の異なる機能を１か所に集め、複合施設として整
備することにより、多世代の交流を促進。

青少年センター

＋
移転・
複合化

青少年センター
生涯学習センター

複合化

子育て支援機能
地域交流機能

追加老朽化

老朽化

生涯学習センター

障害支援施設

新福祉センター

児童福祉施設

都市中枢ゾーン

商業・業務など
都市機能の集
積を図るととも
に、地域福祉を
考慮し、市の中
枢拠点としてに
ぎわいの創出
を図るために総
合計画におい
て位置づけら
れた区域。

公共施設等
総合管理計
画に基づき、
集約化や複
合化等、施
設の再配置
により公共
施設等の適
正化を図る。

連 携
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★地方公会計を活用した公共施設マネジメント

〈セグメント分析による図書館の統廃合/熊本県宇城市〉

【取組】
・ 財務書類をもとに作成した「施設白書」のデータを使い、一
日当たりの貸出冊数、貸出一冊当たりのコストをグラフ化し、
４つのグループに分け、各図書館の評価分析を実施。
・ 必要性検討領域にある２つの図書館について、以下の要
素も考慮しながら、移転、解体等を検討。

・耐震性 ・地理的要素 等

【効果】
・ 検討の結果、耐震性が低いＣ図書館については、平成27
年度解体撤去。
・ 市街地中心部から離れていたＥ図書館はA図書館の分館
として中心部にある支所に移転（貸出冊数が倍増（1,500冊
→3,000冊/月））。E図書館であったスペースは手狭になった
郷土資料館の拡張に利用。

○ 公会計の財務書類等を活用することにより、公共施設等の将来更新必要額や施設別の行政コストなど
が「見える化」され、公共施設マネジメントの取組を具体的に促進。

Ｅ分館

旧Ｅ図書館

支所

【取組】
・ 耐用年数が到来した資産を固定資産台帳から抽出し、資産
所管課において、資産の取替・修繕・廃棄の要否について検討。
・ 施設設備の老朽化対策、予防保全、中長期的なコスト削減
を可能とする事業に優先的配分するための「予算要求特別枠」
を創設。
・ 将来発生する更新費用や投資的経費の年度間の不均衡に
対応するため、公共施設等総合管理基金を創設。

【効果】
・ 公共施設等総合管理基金を創設し、新たに通常予算枠とは
別枠で設ける予算要求特別枠の財源としても活用することで、
財源をローリングし、公共施設マネジメントに備えた実効性のあ
る予算の編成が期待できる。

〈適切な資産管理のための基金の創設/京都府精華町〉

歳入予算 歳出予算

不足がある場合は基金を活用 余裕がある場合は基金へ積立

財政調整基金

減債基金

特定目的基金

・・・

公共施設等総合

管理 基金
基金繰入金

予算要求特別枠

基金積立

投資的経費＋維持補修費

（億円） 更新費用

ｎ年度 ｎ+1年度 ｎ+2年度 ｎ+3年度 ｎ+4年度 ｎ+5年度 ｎ+6年度 ｎ+7年度 ｎ+8年度 ｎ+9年度 ｎ+10年度

不足分を基金から活用余剰分を基金へ積立

投

資

的

経

費

＋

維

持

補

修

費

＋

更

新

費

用

投資的経費
の平均値
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★自治体クラウドの導入

○ 情報システムを自庁舎で管理・運用することに代えて、外部のデータセンターで管理・運用し、複数の自
治体が共同利用する取組で、他団体との業務標準化によるシステム改修費やハードウェア費等の維持費
削減、外部データセンターを活用した災害時の業務継続・データの保全が図られる。

〈群馬県吾妻郡中之条町・長野原町・嬬恋村・草津町・
高山村・東吾妻町〉

【導入時期】
・ 平成27年２月：みなべ町 ・ 平成27年８月：白浜町
・ 平成27年３月：串本町 ・ 平成27年９月：日高川町

【取組】
・ 上記４団体において、基本協定を締結し、これに基づき

全町で、導入検討委員会を整備。
・ 企画・開発・調達段階では、全町の情報管理主管課が

マネジメントを行いながら、再構築の対象とする業務ごと
に全町の業務主管課の横断的なグループ体制により、
システムの企画・調達を検討・実施。

・ 運用・保守段階でも、基本的にこの導入検討委員会を
継続し、事業者と一体となって、各種作業を実施。

【効果】
・ ４町全体で、15％の運用コスト削減見込み。
・ 標準パッケージの利用による各町個別の対応や運用コ

ストの削減。
・ 法制度改正等への対応の迅速化。
・ 災害時のデータ保存環境の向上や業務継続性を確保。
・ 業務プロセスの見直しに伴う業務効率化による窓口対

応等の住民サービス向上。

【導入時期】
・ 平成28年３月 ：中之条町 ・ 平成28年12月：東吾妻町
・ 平成28年９月 ：草津町 ・ 平成29年９月 ：嬬恋村
・ 平成28年10月：長野原町 ・ 平成29年11月：高山村
【取組】
・ 仕様策定段階では全町村の情報管理主管課で組織する
合議体が調整し、対象業務毎に編成する町村の業務主管課
の横断的なグループ体制で、システムの企画・調達を検討・実
施。

・ 導入時には、既存の一部事務組合が主導する協定締結によ
る共同化実現。

・ 運用・保守段階でも、基本的に横断的なグループ体制を継続
し、事業者と一緒になって、各種作業を実施。

【効果】
・ ６町村全体で34％の運用コスト削減見込み。
・ ノンカスタマイズ化により町村間の業務が共通化。
・ 法制度改正等への対応の迅速化。
・ 災害時のデータ保存環境の向上及び業務継続性を確保。
・ 町村職員間の連絡調整体制が構築された。

〈和歌山県みなべ町・日高川町・白浜町・串本町〉
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